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概 要

居 宅 サ ー ビ ス ・ 介 護 予 防 サ ー ビ ス ・ 居 宅 介 護 ⽀ 援 及 び 介 護 予 防 ・ ⽇ 常 ⽣ 活 ⽀ 援 総 合 事 業 （ 第 １ 号 事 業 ）
の 新 規 指 定 申 請 に 当 た り 、 最 初 に 申 込 予 約 を ⾏ っ て い た だ く た め の も の で す 。
【 本 申 込 予 約 は   令 和 ４ 年 ５ ⽉ １ ⽇   向 け の 事 業 者 等 を 対 象 と し て い ま す 。 】  

⼿ 続 内 容

新 規 指 定 申 請 書 類 の 提 出 に 先 ⽴ ち 、 以 下 の 各 情 報 を 本 市 に お 伝 え い た だ き ま す 。

１   申 請 担 当 者 に 関 す る 情 報
２   申 請 者 （ 法 ⼈ 等 ） に 関 す る 情 報
３   事 業 所 に 関 す る 情 報
４   そ の 他 確 認 事 項 等  

受 付 期 間

令 和 ４ 年 ３ ⽉ １ ⽇ 〜 ３ ⽉ ４ ⽇  

留 意 事 項 な ど

( 1 )   申 請 完 了 後 に 「 受 付 番 号 」 が 表 ⽰ さ れ ま す 。 当 該 番 号 は 後 ⽇ の 問 い 合 わ せ 等 に 必 要 と な り ま す の
で 、 必 ず 記 録 を 取 っ て く だ さ い 。
( 2 )   【 予 約 受 付 期 間 終 了 ⽇ 】 か ら ４ 営 業 ⽇ 以 内 に 、 本 市 職 員 か ら 「 申 請 担 当 者 の 電 話 番 号 」 宛 に ご 連
絡 い た し ま す 。  

根 拠 と な る 法 令 ⼜ は 条 例 等 の 名 称 と 条 項

介 護 保 険 法 第 7 0 条

⼿続き⼀覧（個⼈向け） ⼿続き⼀覧（事業者向け） ヘルプ よくあるご質問 横浜市 さん 

内容詳細

テスト中【居宅サービス】介護保険事業所 令和４年５⽉１⽇向け新規指定申
請 申込予約

イメージ図



申 請 書 ・ 資 料

申 請 の 流 れ に つ い て  

新 規 指 定 申 請 の ⼤ ま か な 流 れ や ス ケ ジ ュ ー ル に 関 す る ご 案 内 で す 。 必 ず 事 前 に ご 確 認 く だ さ い 。  

指 定 居 宅 サ ー ビ ス 事 業 者 等 の 指 定 申 請 に つ い て  

新 規 指 定 申 請 の 各 ス テ ッ プ に つ い て 、 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 感 染 症 予 防 の 観 点 で の 留 意 事 項 を ご 案 内 し
て い ま す 。  

受 付 開 始 ⽇

2 0 2 2 年 2 ⽉ 2 5 ⽇  9 時 0 0 分

受 付 終 了 ⽇

2 0 2 2 年 3 ⽉ 4 ⽇  1 5 時 0 0 分

問 い 合 わ せ 先

健 康 福 祉 局 ⾼ 齢 健 康 福 祉 部 介 護 事 業 指 導 課
メ ー ル に よ る お 問 い 合 わ せ ：

利⽤規約（ 個⼈向け ／ 事業者向け ）

【システムに関するお問い合わせ先】
電⼦申請・届出システムサポートセンター

電話：0120-329-478（９時00分から17時00分まで）
Webフォーム：フォーム （原則24時間） 

次へ進む

あとで申請する 

⼀覧に戻る

ヘルプ よくあるご質問 個⼈情報保護の取扱い 動作環境

チャットでのお問い合わせ

横浜市電⼦申請・届出システム チャットサポート

電話等でのお問い合わせはトップページ下部に記載の宛先へお願いします。


